
報告第１６号 

 

専決処分の報告について 

 

 次のとおり地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規

定により報告する。 

 

令和６年２月１９日 提出 

 

四條畷市長 東  修 平   

 

 



専決第１号 

 

四條畷市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 四條畷市空家等対策協議会条例の一部を改正することについて、次のとおり地方自治法第

１８０条第１項の規定により専決処分する。 

 

  令和６年１月２５日  

 

                         四條畷市長 東  修 平  

                           



   四條畷市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例 

 四條畷市空家等対策協議会条例（平成２９年条例第１２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１条中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

第２条第１号中「法第６条第１項」を「法第７条第１項」に改める。 

第４条第１項中「法第７条第２項」を「法第８条第２項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


